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１ 届出に必要な書類の作成 

届出に必要となる、次の(1)～(5)の書類を作成し、それぞれＰＤＦファイル等に

変換し、保存します。 

※合計のデータ容量が 20MB を超えないように作成してください。20MB を超

えると提出できないためご注意ください。 

(1) 届出書（別記様式第一号）又は変更届出書（別記様式第二号）：PDF 形式 

(2) 別表１～３（様式１）：PDF 形式 

工事の種類によって別表１～３の必要な表を使用します。 

複数の工事に及ぶ場合は、それぞれの別表を使用します。 

(3) 委任状：PDF 又は画像ファイル形式 

届出の提出は、発注者又は自主施工者です。他の人が代理で提出する場合は、

委任状が必要です。（様式は任意） 

(4) 案内図及び設計図又は写真：PDF 又は画像ファイル（複数のファイルにな

る場合は、ZIP 形式で圧縮し、１ファイルとしてください。） 

①案内図は、当該工事場所が明確に判るよう、地図上にその位置を矢印、着色

等により明示してください。 

②設計図又は写真は、当該工事の内容、対象が判るよう、下記図面等をＡ４サ

イズのものを添付願います。 

別表１の工事にあっては、外観写真１面以上 

別表２の工事にあっては、立面図２面以上 

別表３の工事にあっては、平面図等 

①②を１のファイルに保存します。 

(5)工程表：PDF 又は画像ファイル形式 

対象建設工事の着手年月日、完了年月日（分別解体等が完了する日）、及び工

種、工程ごとの施工順序工種施工日数、全体工事日数が記載されたものを作成

してください。（様式は任意） 

 

【ＰＤＦファイルへの保存時の注意】 

別表１～３のように、エクセルファイルから複数のシートをＰＤＦを作成する際、

ファイルの種類として「ＰＤＦ」を選択しただけでは、作業中のシートしか保存さ

れません。 

１枚のシートを表示した状態で［ Ctrl ］キーを押しながら別のシート見出しを

クリックすれば、複数シートを選択できます。この状態で、名前を付けて保存すれ

ば、複数シートを１つの PDF ファイルにまとめることができます。 

 

 

 

 

 

  

上は別表１と別表２を選択した状態 
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２ 届出の入力ページへの入り方 

(1) 次のリンク先から、兵庫県電子申請システム（ｅ-ひょうご）のトップページ

に入ります。 

https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_initDisplay 

 

(2) 手続き検索をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 「建設リサイクル法」と入力し、キーワード検索をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_initDisplay
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(4) 「建設リサイクル法」の手続き一覧が表示されますので、「第 10 条届出」

をクリックします。 

 

※工事場所が、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、

川西市、三田市、明石市、加古川市、高砂市の場合は、このシステムでは提

出はできません。それぞれの市にお問い合わせください。 

※「第 11 条通知」は公共工事になりますので、民間工事の場合は選択しない

でください。 
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３ 利用者登録について 

下記の利用者管理のページが表示されますので、案内に従い、必要に応じて利

用者登録等をしてください。 

①繰り返し届出を提出される方 → 利用者登録をすることで、次回から利用者

の入力を省略できます。 

②単発で届出を提出される方  → 利用者登録をせずに申し込むことができま

す。 

③既に利用者登録済の方    → 登録済みの ID・パスワードでログインして

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 

① 

③ 
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４ 届出内容の入力 

(1) ３の手続きののち、届出の入力ページが表示されますので、必要な項目を入

力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) １で作成したファイルを添付します。ファイルの選択をクリックし、ファイ

ルを選択すれば添付できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 画面の最下部の確認へ進むをクリックします。 

 

 

 

 

 

  

 

 



6 

 

５ 届出の提出及びパスワード等の保存 

(1) 入力内容に間違いがないか確認し、申込むボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 申請完了の表示が出ます。整理番号とパスワードは、修正がある場合に必要

となります。申込完了のメールにも記載されますが、アドレスの入力間違いな

どにより、届かない可能性がありますので、念のために控えるようにしてくだ

さい。 
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６ 修正依頼のメールが届いた場合 

(1) 修正依頼のメールに記載されたリンク先をクリックし、システムに入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 整理番号とパスワードを入力し、照会するボタンをクリックします。 
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(3) 申込詳細が表示されたら、下部の修正するボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) メールに記載されている修正指示の内容を確認し、修正を行います。 

修正後、確認へ進むをクリックします。 
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(5) 記載内容に間違いがないか確認し、修正するをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 申込変更完了の表示が出ます。 
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７ 受理通知のメールと工事現場への掲示 

受理通知のメールが届きましたら、届出完了です。メール本文をプリントアウ

トし、工事現場の見やすい場所に掲示してください。 

 

※届出内容の確認後、受理通知のメールを送付しますので、時間がかかる場合

があります。 

※紙による提出の際の、届出済みシールに変わるものです。掲示の際、メール

の宛名等は見えなくても結構です。雨に濡れたり、風で飛ばされたりするこ

とがないように、透明シートに入れるなど風雨対策を行い、整理番号及びメ

ール受信日が見えるように掲示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


